
１０月１日以降のコミュニティバス運賃について 

 

 事務局において、消費税増税に関し、コミュニティバスの運賃について整理い

たしましたので報告します。 

 

１.基本的な考え方について 

 国土交通省通達では、「消費税は、消費一般に負担を求める間接税であり、

乗合バスの運賃・料金においてもこれを円滑かつ適正に転嫁し、利用者が公平

に負担することが基本である。」とされています。 

 

２.改定上限運賃・料金の算出方法について 

 協議運賃の届出運賃・料金について、消費税引き上げ分の転嫁を行う場合、

原則として、次のいずれかの方法により算出した運賃・料金について、協議会

での合意・決定に基づき所要の手続きが必要になります。 

  

（１）現行届出運賃・料金に１１０／１０８を乗じる。 

（２）消費税５％時の届出運賃・料金からその５／１０５に相当する額を控除

した税抜き届出運賃・料金に１１０／１００を乗じる。 

 

ア.（１）で試算した場合 

２００円×１１０／１０８＝２０３．７円 

１０円未満の端数は四捨五入処理のため、２００円（小児運賃１００円） 

   ⇒現行運賃どおり 

 

イ.（２）で試算した場合（５％時も運賃は２００円） 

（２００円－２００円×５／１０５）×１１０／１００≒２０９．５円 

１０円未満の端数は四捨五入処理のため、２１０円（小児運賃１１０円） 

   ⇒運賃１０円引き上げ 

 

 ◎上記ア、イにおいて算出した場合、イに該当する場合のみ、運賃（減免を

含む）が１０円引き上げとなります。 

 

３.第２４回本協議会における消費税率改定に伴う（５％⇒８％）協議について 

 第２４回協議会（平成２６年１月３０日開催）において、消費税率改定に伴

う運賃改正に係る協議を行い、「運賃を据え置くこと」、「改めて消費税率が改

定される場合は、協議会において協議を行うこと」が決定しています。 

資料６ 



４.消費税改正に伴う運賃収入試算 

 ※下記条件により試算 

・年間の利用者数 250,000人（平成３０年度実績近似値） 

 ・利用者割合 大人８５％、大人減免７％、小児７％、小児減免１％ 

 ・利用者 大人 212,500人、大人減免 17,500人 

      小児  17,500人、小児減免  2,500人 

 ・フリー券・回数券の利用や売り上げは考慮しない。 

  

  ア．運賃改定をする場合（大人 210円、大人減免 110円、小児 110円、小児減免 60円） 

  ・大人 212,500人×210円＋大人減免 17,500人×110円 

    ＋小児 17,500人×110円＋小児減免 2,500人×60円＝48,625,000円 

 

イ． 運賃改定をしない場合（大人 200円、大人減免 100円、小児 100円、小児減免 50円） 

・大人 212,500人×200円＋大人減免 17,500円×100円 

  ＋小児 17,500人×100円＋小児減免 2,500人×50円＝46,125,000円 

 

   ウ.差額について(ア－イ) 

   ・ア 48,625,000円－イ 46,125,000円＝2,500,000円（増加分） 

 

５.奈良交通㈱乗合バスの対応について 

 消費税率引き上げ分を乗合バスに転嫁するため、運賃改定を国土交通大臣に申

請。片道普通運賃（対キロ区間制運賃、均一制運賃）２００円～５，２５０円の

運賃を１０円～１００円値上げを予定。 

 

 ◎運賃改定実施予定日 

令和元年１０月１日 

◎木津川市に係る主要区間の運賃 

区 間 
区間運賃 

現行 申請 

木津駅 ～ 山田川駅 ２３０円 ２４０円 

山田川駅 ～ 木津川台住宅 ２２０円 ２３０円 

高の原駅 ～ 兜台五丁目 ２１０円 ２２０円 

JR・近鉄奈良駅 ～ 州見台八丁目 ３３０円 ３４０円 

加茂駅 ～ 井平尾 ２３０円 ２４０円 

JR・近鉄奈良駅 ～ 南加茂台五丁目 ５００円 ５１０円 

 



 ◎定期券及びＩＣカード乗車券ＣＩ－ＣＡについて 

 ・通勤及び通学定期券の発売額を現行どおりに据え置き 

 ・普通ＣＩ－ＣＡ、ひまわりＣＩ－ＣＡの割引率を拡大（改定時から） 

  （普通ＣＩ－ＣＡ 現行 12.5%から 14.5%へ、ひまわりＣＩ－ＣＡ 現行 16.7%から 18.0%に拡大） 

 

６.運賃改定の検討について 

 ➀平成２２年３月１９日にきのつバスの運賃改定（大人１００円⇒２００円）

を実施した際には、運賃改定の翌年度は利用者が大幅に減少しています。 

 ・平成２１年度きのつバス利用者数 ３４９，４８０人 

 ・平成２３年度きのつバス利用者数 ２７２，８４５人（Ｈ２１年度比７６，６３５人減） 

 ・平成３０年度きのつバス利用者数 ２１３，２６９人（Ｈ２１年度比１３６，２１１人減） 

  

②木津川市コミュニティバスは運行事業者と運行協定を締結しております

が、消費税の支払いが不要な形態（赤字補填）のため、事業者における間

接経費（燃料代等）を除き、消費税により協定額が増加することはありま

せん。 

 

③近隣のコミュニティバス運賃改定について 

市町村名 コミバス名 運賃（大人） 運賃改定 

精華町 くるりんバス １００円 改定予定なし 

城陽市 さんさんバス １５０円 検討中 

京都府・和束町・

笠置町・南山城村 
相楽東部広域バス 

１００～ 

３００円 
改定予定なし 

生駒市 たけまる号 ２００円 改定予定なし 

 

以上により、現在きのつバスの利用者は減少しており、運賃改定により利用

者がさらに減少する恐れがあること、消費税率改定により協定金額が大幅に増

加することがないことから、利用しやすく・わかりやすい運賃設定を維持し、

確実な利用促進を進めていくこととし、現行の運賃を据置くこととしたいと考

えています。 

 

７．備考 

 消費税率引上げ分の転嫁による新たな運賃・料金の実施時期は、原則として

令和元年１０月１日からですが、公営事業者の場合など１０月１日から実施す

ることができないやむを得ない事情がある場合は、この限りではないとされて

います。 



 また、運賃を改定しない場合にも、協議会による協議が必要となります。 


